
 

第１０号議案 

 

 

   府中市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和 ８ 年 ２ 月１６日 

 

               提出者 府中市長 高 野 律 雄 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

市職員の住居手当等を見直すため、所要の改正を行うものであります。 
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   府中市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 府中市職員の給与に関する条例（昭和２９年６月府中市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

（【  】は注記である。） 

改正後 改正前 

 （住居手当）  （住居手当） 

第９条の３ 住居手当は、世帯主（これに準ずる者を含む。） 

 である職員のうち、満３４歳に達する日以後の最初の３ 

 月３１日までの間にある職員（別表第１の適用を受ける職 

員のうち、職務の級が４級以上である職員を除く。）で、 

自ら居住するため住宅（貸間を含む。）を借り受け、月額 

１５，０００円以上の家賃（使用料を含む。以下この条にお

いて同じ。）を負担するものに支給する。 

第９条の３ 住居手当は、世帯主（これに準ずる者を含む。） 

 である職員のうち、満３４歳に達する日以後の最初の３ 

 月３１日までの間にある職員（別表第１の適用を受ける職 

 員のうち、職務の級が４級以上である職員を除く。）で、 

 自ら居住するため住宅（貸間を含む。）を借り受け、月額 

 １５，０００円以上の家賃（使用料を含む。）を負担するもの

に支給する。 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

２ 住居手当の月額は、１５，０００円とする。 

 (1) 前項の職員のうち、満２７歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にあるものであつて、月額３万円以上の

家賃を負担するもの ３万円 
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 (2) 前項の職員のうち、前号に掲げるもの以外のもの 

  １５，０００円 

 

３ 省 略 ３ 省 略 

 （通勤手当）  （通勤手当） 

第１０条 省 略 第１０条 省 略 

２ 省 略 ２ 省 略 

 (1) 前項第１号に掲げる職員 ６月を超えない範囲内で、月

の初日からその月以後の月の末日までの期間として市の規

則で定める期間（以下「支給対象期間」という。）につき、

市の規則で定めるところにより算出したその者の支給対象

期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以下この条

において「運賃等相当額」という。） 

 

 (1) 前項第１号に掲げる職員 ６月を超えない範囲内で、月

の初日からその月以後の月の末日までの期間として市の規

則で定める期間（以下「支給対象期間」という。）につき、

市の規則で定めるところにより算出したその者の支給対象

期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以下「運賃

等相当額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給対象期

間の月数（以下「支給月数」という。）で除して得た額が 

  １５万円を超えるときは、１５万円に支給月数を乗じて得

た額 

 (2) 前項第２号に掲げる職員 自転車等の片道の使用距離の

区分に応じて１月当たり３２，０００円（身体に障害を有

する職員で、市の規則で定めるところにより通勤が困難で

あると認められるものにあつては、７８，９００円）を超

 (2) 前項第２号に掲げる職員 １月当たり２，０００円（そ

の使用する自転車等が原動機付のものである場合にあつて

は、１月当たり２，３００円） 
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えない範囲内で市の規則で定める額 

 (3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用しないで、

かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものと

した場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の

使用距離等の事情を考慮して市の規則で定める区分に応じ、

運賃等相当額及び前号に定める額に支給対象期間の月数

（次項において「支給月数」という。）を乗じて得た額の合

計額、第１号に定める額又は前号に定める額に支給月数を

乗じて得た額 

 (3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用しないで、

かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものと

した場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の

使用距離等の事情を考慮して市の規則で定める区分に応じ、

運賃等相当額及び前号に定める額に支給月数を乗じて得た

額の合計額（その額を支給月数で除して得た額が１５万円

を超えるときは、１５万円に支給月数を乗じて得た額）、第

１号に定める額又は前号に定める額に支給月数を乗じて得

た額 

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、市の規則で定め

る交通の用具の駐車のための施設（その所在地及び利用形態

が市の規則で定める要件を満たすものに限る。第１号におい

て「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担すること

を常例とするもの（市の規則で定める職員を除く。）の通勤手

当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤

手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 (1) 駐車場等に係る通勤手当 ５，０００円を超えない範囲

内で１月当たりの駐車場等の料金に相当する額として市の 

【追 加】 
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規則で定める額 

 (2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定によ

る額 

【追 加】 ４ 運賃等相当額を支給月数で除して得た額、第２項第２号に

定める額及び前項第１号に定める額の合計額が１５万円を超

える職員の通勤手当の額は、前２項の規定にかかわらず、 

１５万円に支給月数を乗じて得た額とする。 

５ 前３項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員

に係る通勤手当の額は、支給対象期間当たりの通勤回数を考

慮して市の規則で定める額とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員に

係る通勤手当の額は、支給対象期間当たりの通勤回数を考慮

して市の規則で定める額とする。 

６ 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支

給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、市の

規則で定める。 

４ 前３項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支

給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、市の

規則で定める。 

   

付 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


